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現
行
制
度
に
お
い
て
、
災

害
等
に
よ
り
住
宅
・
家
財
等

に
損
害
を
受
け
た
場
合
の
損

失
額
は
、
そ
の
事
由
が
発
生

し
た
年
の
所
得
額
か
ら
「
雑

損
控
除
」
と
し
て
差
し
引
く

こ
と
が
で
き
る
。

令
和
６
年
1
月
１
日
に
発

生
し
た
能
登
半
島
地
震
の

住
宅
・
家
財
等
の
損
失
額
は
、

通
常
で
あ
れ
ば
令
和
6
年
分

所
得
が
対
象
と
な
る
が
、
発

災
日
が
令
和
５
年
分
所
得
税

の
課
税
期
間
に
極
め
て
近
接

し
て
い
る
こ
と
等
の
事
情
を

総
合
的
に
勘
案
し
、
同
災
害

能
登
半
島
地
震
に
よ
る
被
災
者
に
対
す
る
税
制
支
援
と
し
て
、所
得
税
及
び
個
人
住
民
税

に
お
け
る
「
雑
損
控
除
」
を
1
年
前
倒
し
で
適
用
す
る
特
例
法
案
が
2
月
21
日
、参
議
院
本

会
議
で
可
決・成
立
し
た（

政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン・４
面
に
地
方
税
法
関
係
資
料
を
掲
載
）。

本
会
各
委
員
会
の

令
和
５
年
度
最
終
と

な
る
委
員
会
が
、
１

月
26
日
の
第
１
４
８

回
国
会
対
策
委
員
会

か
ら
２
月
20
日
の
第

１
６
３
回
地
方
財
政

委
員
会
に
か
け
て
開

催
さ
れ
た
（
今
号
に

は
地
方
財
政
委
員
会
、

建
設
運
輸
委
員
会
を

掲
載
）。

各
委
員
会
で
は
、
要
望

結
果
の
概
要
に
つ
い
て
の

報
告
を
了
承
す
る
と
と
も

に
、
次
年
度
委
員
会
へ
の

申
し
送
り
事
項
を
決
定
し

た
。
ま
た
、空
き
家・空
き

地
問
題
に
関
す
る
特
別
委

員
会
は
、要
望・提
言
を
取

り
ま
と
め
、
関
係
方
面
へ

の
要
望
活
動
を
行
っ
た
。

各
委
員
会
の
詳
細
な
要
望

結
果
に
つ
い
て
は
、
５
月
に

全
市
区
へ
要
望
結
果
報
告
と

し
て
送
付
す
る
ほ
か
、
５
月

22
日
に
開
催
予
定
の
本
会
第

100
回
定
期
総
会
で
委
員
長
に

よ
る
報
告
が
行
わ
れ
る
予
定
。

 トッ プ ペ ー ジ > 議 会 改 革 の 取 組 > iJAMP 市 議 会 最 前 線

市議会が進める独自の取組を毎月紹介する時事通信社 
iJAMP「市議会最前線」。2月は山口県下関市議会が取
り組む「顔の⾒える議会、投票率の向上を目指して」を
紹介しています。

本記事は、本会ウェブサイト「議会改革の取組」でご
覧になれます。

iJAMP 「市議会最前線」 / 山口県下関市

に
よ
る
損
失
に
係
る
特
例
措

置
を
設
け
た
。

特
例
法
の
制
定
に
よ
り
、

所
得
税
は
令
和
5
年
分
、
個

人
住
民
税
は
令
和
6
年
度
分

か
ら
「
雑
損
控
除
」
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
左
掲
）。

一　所得税関係
⑴　雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じ
たときは、令和５年分の所得において、その損失の金額を雑損控
除の適用対象とすることができる特例を設ける。

⑵　災害減免法の特例
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたとき

は、雑損控除との選択により、令和５年分の所得税について、災害
減免法（災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する
法律）による軽減免除の適用を受けることができる特例を設ける。

⑶　被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、

その損失の金額を令和５年分の事業所得等の金額の計算上、
必要経費に算入することができる特例を設ける。

注上記⑴から⑶までの特例は、確定申告を通じて適用するも
のとし、申告期限を徒過した場合においても、更正の請求等に
より特例を適用できることとする。

二　個人住民税関係
⑴　雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じ
たときは、令和６年度分の個人住民税において、その損失の金
額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

⑵　所得税における取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
一及び二の措置について、被災者が円滑に活用できるよう、国税

庁等関係省庁は、法案の国会提出前であっても、措置の内容や個々
の納税者の状況に応じた必要な手続等について、必要に応じて周知
広報を行うこととする。

「
雑
損
控
除
」1
年
前
倒
し
で
適
用

能
登
半
島
地
震

住
宅・家
財
等
の
損
失
額

本
会
委
員
会 

令
和
５
年
度

要
望
結
果
を
報
告

被災者
税制支援

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

お
知
ら
せ

次
号
の
旬
報
は
、
３

月
15
日
付
の
２
２
５
７

・
５
８
号
合
併
号
と
し

て
発
行
し
ま
す
。

https://www.si-gichokai.jp
https://www.si-gichokai.jp
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/tax_deduction/
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/tax_deduction/
https://www.si-gichokai.jp/
https://www.si-gichokai.jp/toppage/bn_r/gkaikaku/index.html
https://www.si-gichokai.jp/toppage/bn_r/gkaikaku/1203551_2455.html
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建設運輸
委 員 会

国
土
強
靱
化 

一
層
推
進

空
き
家
再
生 

制
度
拡
充
へ

早川委員長
（室蘭市）

建
設
運
輸
委
員
会
（
委
員

長
＝
早
川
昇
三
室
蘭
市
議
会

議
長
）
は
２
月
14
日
、
全
国

都
市
会
館
で
第
１
７
９
回
委

員
会
を
開
催
。
今
年
度
の
要

望
結
果
概
要
に
つ
い
て
報
告

し
、
次
年
度
へ
の
申
し
送
り

事
項
を
決
定
し
た
。

要
望
結
果
概
要
で
は
、
▽

自
然
災
害
対
策
の
推
進
▽
各

種
交
通
基
盤
整
備
の
推
進
▽

都
市
基
盤
整
備
の
推
進
▽
観

光
施
策
の
推
進
―
の
４
項
目

に
沿
っ
て
、
政
府
の
政
策
や

予
算
案
な
ど
に
つ
い
て
説
明

し
た
。

各
種
交
通
基
盤
整
備
の
推

進
に
つ
い
て
は
、
公
共
交
通

の
確
保・維
持
と
し
て
、地
域

公
共
交
通
の
事
業
者
及
び
地

方
自
治
体
に
対
す
る
財
政
措

置
な
ど
を
要
望
し
て
き
た
。

国
交
省
は
、
従
来
の
乗
合

バ
ス
等
の
運
行
費
の
支
援
に

加
え
、
地
方
自
治
体
が
交
通

事
業
者
に
公
共
交
通
を
一
括

し
て
長
期
で
運
行
委
託
す
る

場
合
へ
の
支
援
を
行
う
と
す

る
ほ
か
、
６
年
度
予
算
案
に

は
賃
上
げ
等
の
た
め
の
運
賃

改
定
を
実
施
す
る
乗
合
バ
ス

事
業
者
に
対
す
る
支
援
強
化

と
し
て
地
域
公
共
交
通
確
保

維
持
改
善
事
業
に
２
０
８
億

円
が
計
上
さ
れ
た
。
ま
た
、

地
域
公
共
交
通
再
構
築
事
業

と
し
て
、
社
会
資
本
整
備
総

合
交
付
金
に
よ
り
地
域
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
構
築
に

必
要
な
鉄
道
・
バ
ス
施
設
の

イ
ン
フ
ラ
整
備
が
支
援
さ
れ

る
。観

光
施
策
の
推
進
に
つ
い

て
は
、
魅
力
あ
る
観
光
地
域

づ
く
り
の
促
進
と
し
て
、
受

け
入
れ
環
境
の
整
備
や
観
光

産
業
の
生
産
性
向
上
・
高
付

加
価
値
化
、
観
光
資
源
の
磨

き
上
げ
な
ど
に
積
極
的
に
取

り
組
め
る
よ
う
必
要
か
つ
十

分
な
財
源
の
確
保
な
ど
を
要

望
し
て
き
た
。

６
年
度
観
光
庁
予
算
案
で

は
、
地
域
に
お
け
る
受
入
環

境
整
備
促
進
事
業
と
し
て

13
億
７
４
０
０
万
円
が
計
上

さ
れ
（
５
年
度
補
正
予
算
も

活
用
）、持
続
可
能
な
観
光
の

促
進
に
向
け
た
受
入
環
境
整

備
促
進
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
安

全・安
心
対
策
推
進
事
業
、宿

泊
施
設
の
受
入
環
境
整
備
な

ど
が
支
援
さ
れ
る
。

次
年
度
へ
の
申
し
送
り
事

項
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

要
望
す
る
必
要
の
あ
る
４
項

都
市
基
盤
整
備
の
推
進
に

つ
い
て
は
、
所
有
者
不
明
土

地
・
空
き
家
対

策
の
推
進
と
し

て
、
地
方
自
治

体
が
行
う
財
政

支
援
措
置
の
強

化
な
ど
を
要
望

し
て
き
た
。

６
年
度
国
交

省
予
算
案
で
は
、

空
き
家
対
策
総

合
支
援
事
業
に

59
億
円
を
計
上
し
た
ほ
か
、

空
き
家
再
生
等
推
進
事
業
と

目
を
決
定
。

な
お
、
水
道
事
業
に
つ
い

て
は
、
国
の
水
道
事
業
が
令

和
６
年
度
よ
り
厚
生
労
働
省

か
ら
国
土
交
通
省
に
移
管
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
文
教

委
員
会
か
ら
建
設
運
輸
委
員

会
へ
と
移
管
さ
れ
る
。

講
師
説
明
で
は
、
国
土
交

通
省
大
臣
官
房
の
木
村
大
会

計
課
長
が
「
令
和
６
年
度
国

土
交
通
省
予
算
の
概
要
に
つ

い
て
」、
内
閣
府
の
西
川
誠
明

政
策
統
括
官（
防
災
担
当
）付

企
画
官（
総
括
担
当
）が「
令

和
６
年
度
内
閣
府
防
災
関
係

予
算
の
概
要
に
つ
い
て
」
と

題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
。

所有者
地方公共団体
国

空き家再生等推進事業による市区町村への補助

（新規）
支援法人
による
業務

し
て
社
会
資
本
整
備
総
合
交

付
金
の
内
数
に
よ
り
空
き
家

対
策
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

に
よ
り
、
市
区
町
村
に
対
し

空
き
家
の
除
却
・
活
用
へ
の

支
援
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
６

年
度
か
ら
の
新
規
項
目
と
し

て
、
空
家
等
管
理
活
用
支
援

法
人（
建
築
士・弁
護
士
法
人

な
ど
）
に
よ
る
空
き
家
の
活

用
等
を
図
る
取
組
に
対
す
る

支
援
が
創
設
さ
れ
る
。

自
然
災
害
対
策
に
つ
い
て

は
、台
風・豪
雨
対
策
の
推
進

と
し
て
流
域
治
水
の
本
格
的

実
践
に
必
要
な
予
算
・
財
源

の
確
保
な
ど
の
支
援
や
、「
防

災・減
災
、国
土
強
靱
化
の
た

め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」

に
必
要
な
予
算
・
財
源
の
確

実
な
確
保
を
要
望
し
て
き
た
。

令
和
6
年
度
国
土
交
通
省

予
算
案
で
は
、
災
害
に
屈
し

な
い
強
靱
な
国
土
づ
く
り
の

た
め
の
防
災
・
減
災
、
国
土

強
靱
化
の
推
進
と
し
て
、
気

候
変
動
に
よ
る
水
害
や
土
砂

災
害
の
激
甚
化
に
対
抗
す
る

「
流
域
治
水
」
の
加
速
化・強

津
波
対
策
な
ど
が
推
進
さ
れ

る
。

化
に
６
１
１
４
億
円
が
計
上

さ
れ
た
（
５
年
度
補
正
予
算

２
７
０
９
億
円
と
合
計
で

８
８
２
２
億
円
）。

地
震
・
津
波
対
策
等
の

推
進
に
つ
い
て
は
、
６
年

度
国
交
省
予
算
案
で
南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地
震
、
首
都

直
下
地
震
、日
本
海
溝・千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震

対
策
等
の
推
進
に
２
０
６

２
億
円
（
５
年
度
補
正
の

３
５
８
５
億
円
と
合
わ
せ

て
５
６
４
７
億
円
）
が
計

上
さ
れ
、
公
共
施
設
の
耐

震
化
や
堤
防
等
の
か
さ
上

げ
・
耐
震
対
策
と
い
っ
た

気候変動に伴い激甚化・頻発
化する自然災害に対応する
ため、事前防災対策を推進

大規模地震時の緊急物資輸送機
能等の確保のため、社会資本の耐
震対策等を推進

５か年加速化対策で取り組まれる風水害・地震対策

護
岸
工
事

耐震強化岸壁

非耐震強化岸壁

＜補助率＞

除却

活用

空き家の所有者が実施

空き家の所有者が実施

空家等管理活用法人が実施

※市区町村が実施する場合は国2/5、市区町村3/5
※代執行等の場合は国1/2、市区町村1/2

※市区町村が実施する場合は国1/2、市区町村1/2

国
2/5

国
1/3

国
1/2

地方公共団体
2/5

地方公共団体
1/3

地方公共団体
1/2

所有者
1/5

所有者
1/3

（国交省資料をもとに本会作成）

（国交省資料をもとに本会作成）
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地方財政
委 員 会

岸委員長
（茅ヶ崎市）

前
年
度
を
上
回
る
水
準
を
確
保

一
般
財
源
総
額
　
62
・
7
兆
円

地
方
財
政
委
員
会
（
委
員

長
＝
岸
正
明
茅
ヶ
崎
市
議
会

議
長
）
は
２
月
20
日
、
全
国

都
市
会
館
で
第
１
６
３
回
委

員
会
を
開
催
。
今
年
度
の
要

望
結
果
概
要
に
つ
い
て
報
告

し
、
次
年
度
へ
の
申
し
送
り

事
項
を
決
定
し
た
。

本
委
員
会
で
は
、
一
般
財

源
総
額
の
確
保
、
臨
時
財
政

対
策
債
の
発
行
縮
小
、
地
方

交
付
税
の
総
額
の
確
保
、
法

定
率
の
引
上
げ
―
な
ど
を
求

め
て
い
た
。

一
般
財
源
総
額
は
、交
付
団

体
ベ
ー
ス
で
前
年
度
を
0・6

兆
円
上
回
る
62
・7
兆
円
。地

方
交
付
税
は
、0
・3
兆
円
上

回
る
18・７
兆
円
が
確
保
さ
れ
、

6
年
連
続
で
前
年
度
を
上
回

っ
た
。ま
た
、臨
時
財
政
対
策

債
は
発
行
額
を
０・５
兆
円
と

令
和
6
年
度
与
党
税
制
改

正
大
綱
で
は
、
今
後
の
検
討

事
項
と
し
て
、
▽
税
源
の
偏

在
性
が
小
さ
く
税
収
が
安
定

的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
▽

扶
養
控
除
の
見
直
し
▽
屋
外

分
煙
施
設
等
の
整
備
促
進
―

な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。

扶
養
控
除
の
見
直
し   

政
府
が
少
子
化
対
策
と
し

て
掲
げ
る
こ
ど
も
未
来
戦
略

方
針
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
の

主
な
支
援
策
と
し
て
、
児
童

手
当
が
高
校
生
年
代
（
16
～

18
歳
）
ま
で
拡
充
さ
れ
る
。

児
童
手
当
が
給
付
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
現
行
制
度
で

扶
養
控
除
対
象
と
な
っ
て
い

る
個
人
住
民
税
の
扶
養
控
除

額
を
33
万
円
か
ら
12
万
円
に

引
き
下
げ
る
と
の
案
が
出
て

お
り
、
扶
養
控
除
額
の
見
直

し
に
よ
り
形
式
上
、
個
人
住

民
税
の
額
が
増
加
す
る
こ
と

に
な
る
。

市
町
村
独
自
の
社
会
保
障

等
の
給
付
の
基
準
に
つ
い
て

個
人
住
民
税
の
額
を
活
用
し

て
い
る
の
で
、
給
付
に
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
注
視
す

る
必
要
が
あ
る
。

屋
外
分
煙
施
設
等
の
整
備
促
進 

地
方
た
ば
こ
税
は
、
使
途

に
制
限
の
な
い
普
通
税
と
し

て
都
道
府
県
と
市
町
村
合
わ

せ
て
約
１
兆
円
の
税
収
が
あ

り
、
う
ち
、
0
・
9
兆
円
は

市
町
村
の
貴
重
な
財
源
と

な
っ
て
い
る
。

受
動
喫
煙
対
策
の
更
な
る

推
進
や
今
後
の
地
方
た
ば
こ

税
の
継
続
的
か
つ
安
定
的
な

確
保
の
観
点
か
ら
、
望
ま
な

し
て
前
年
度
よ
り
0・5
兆
円

抑
制
さ
れ
、地
方
財
政
の
健
全

化
が
図
ら
れ
た（

本
紙
第
２

２
５
1・2
号
7
面
）。

経
済
対
策
に
お
け
る
定
額

減
税
に
伴
う
地
方
財
政
の
減

収
分
（
個
人
住
民
税
と
所

得
税
の
交
付
税
跳
ね
返
り

分
）
の
う
ち
、
交
付
税
の
跳

ね
返
り
分
に
つ
い
て
は
、
繰

越
金
・
自
然
増
収
に
よ
る
法

定
率
分
の
増
（
1・2
兆
円
）

に
よ
り
対
応
し
、
次
年
度
以

降
に
0
・
2
兆
円
の
加
算
が

実
施
さ
れ
る
。
個
人
住
民
税

の
減
収
分
0
・
９
兆
円
に
つ

い
て
は
、
地
方
特
例
交
付

金
1
・
1
兆
円
の
う
ち
「
定

額
減
税
減
収
補
塡
特
例
交
付

金
」
と
し
て
0
・
9
兆
円
が

全
額
国
費
に
よ
り
補
塡
さ
れ

る
。固

定
資
産
税
は
、
前
年

度
比
１
３
６
４
億
円
増
の

９
兆
８
９
４
５
億
円
が
計
上

さ
れ
て
い
る
。
土
地
に
係
る

負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て
は

３
年
間
延
長
さ
れ
て
い
る
。

政
府
が
少
子
化
対
策
と
し

て
掲
げ
る
「
こ
ど
も
・
子
育

て
政
策
」
に
お
け
る
「
こ
ど

も
・
子
育
て
支
援
加
速
化
プ

ラ
ン
」
の
地
方
負
担
分
に
つ

い
て
は
、0・2
兆
円
が
確
保

さ
れ
た
ほ
か
、
地
方
が
そ
の

実
情
に
応
じ
て
行
う
独
自
の

こ
ど
も・子
育
て
政
策（
ソ
フ

ト
）
に
つ
い
て
は
、
0
・
1

兆
円
が
一
般
行
政
経
費
（
単

独
）
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
森
林
整
備
等
の
財

源
と
し
て
令
和
元
年
度
に
創

設
さ
れ
た
森
林
環
境
譲
与
税

は
、
こ
れ
ま
で
の
譲
与
税
の

活
用
実
績
等
を
踏
ま
え
、
私

有
林
人
工
林
面
積
割
合
が

5・5
割
（
現
行
5
割
）、
人

口
割
合
が
2・5
割（
現
行
３

割
）
と
見
直
さ
れ
た
。

本
委
員
会
で
は
、
▽
固
定

資
産
税
の
安
定
的
確
保
の
観

点
か
ら
特
例
措
置
の
期
限
到

来
で
の
終
了
▽
自
動
車
関
係

諸
税
の
安
定
的
確
保
▽
電
気

供
給
業
、
ガ
ス
供
給
業
な
ど

に
対
す
る
収
入
金
額
課
税
の

現
行
制
度
堅
持
―
な
ど
、
来

年
度
委
員
会
へ
申
し
送
り
、

引
き
続
き
地
方
自
治
体
の
安

定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な

地
方
税
・
地
方
交
付
税
等
の

一
般
財
源
総
額
の
確
保
充
実

を
図
る
こ
と
を
求
め
て
い

く
。当

日
は
、
総
務
省
自
治
税

務
局
の
寺
田
雅
一
市
町
村
税

課
長
が
「
令
和
６
年
度
地
方

税
制
改
正
に
つ
い
て
」、
同
省

自
治
財
政
局
の
新
田
一
郎
財

政
課
長
が
「
令
和
６
年
度
地

方
財
政
計
画
の
概
要
等
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
説
明
し
た
。

い
受
動
喫
煙
の
防
止
に
必
要

な
環
境
の
整
備
を
一
層
推
進

す
る
た
め
、
民
間
事
業
者
等

が
行
う
一
定
の
屋
外
分
煙

施
設
の
整
備
に
対
す
る
助

成
に
要
す
る
経
費
が
特
別

交
付
税
措
置
の
対
象
に
追

加
さ
れ
る
。

　
能
登
半
島
地
震
関
連 

　   

能
登
半
島
地
震
に
対
す

る
税
制
上
の
対
応
で
は
、

同
災
害
等
に
よ
り
住
宅
・

家
財
等
に
損
害
を
受
け
た

と
き
の
損
失
額
に
つ
い

て
、
所
得
税
は
令
和
5
年

分
、
個
人
住
民
税
は
令
和

6
年
度
分
か
ら
「
雑
損
控

除
」
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
特
例
法
が
制

定
さ
れ
た
（
1
面
）。

現 行 拡充案

対象経費
地方公共団体が行
う屋外分煙施設の
整備に要する経費

民間事業者等が行う屋外分煙環境整備
への助成に要する経費（事業費の1/2
を上限（=民間への補助率1/2））

要件

①厚生労働省が定
める「屋外分煙
施設の技術的留
意事項」の具体
例に沿って整備
されるもの。

①厚生労働省が定める「屋外分煙施設
の技術的留意事項」の具体例に沿っ
て整備されるもの。

②一般に開放され、無料で利用できる
施設に限る。

③たばこ事業者への助成は除く。

上限額 500万円/施設 整備費の上限：500万円/施設
助成費の上限：250万円/施設

措置内容 措置率0.5（財政力補正あり）

（総務省資料から）

https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r05/__icsFiles/afieldfile/2024/01/16/junpou2251.pdf
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○　令和6年能登半島地震による被災者に対する地方税の減免措置等について、令和6年1月9日に下記内容の通知（総務省自治税務局長通知）を発出し、
地方自治体へ適切な対応を要請。
１　地方税の減免措置等

令和６年能登半島地震による被災者に対する地方税に係る申告等の期限の延長、徴収猶予及び減免の措置について、関係地方団体において適切な対応を要請。
※「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」（平成12年４月１日自治税企第12号各都道府県知事あて自治事務次官通知）を添付。

２　固定資産税及び都市計画税に係る措置
⑴　被災住宅用地特例等について

固定資産税及び都市計画税に関して、災害に係る恒久的な措置として、以下の措置を講じている旨を周知。
ア　震災等により滅失・損壊した住宅の敷地（被災住宅用地）について、特例措置を講じていること。
イ　震災等により滅失・損壊した家屋又は償却資産の所有者等が、当該家屋又は償却資産に代わる家屋又は償却資産を取得等した場合の特例措

置を講じていること。
⑵　令和６年度の固定資産の価格等の決定等について

令和６年度の固定資産の価格等の決定等について、災害その他特別の事情がある場合においては、令和６年４月１日以後とすることが可能であることから、
この点を踏まえた対応を要請。

３　国税における措置
石川県及び富山県に納税地のある方を対象として、国税の申告・納付等の期限が延長されたことを周知。
⇒ 石川県及び富山県の地方自治体においても、国税と同じく期限を画一的に延長することを要請。

令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について

市　章

【
市
の
概
要
】

▽
人
口　
72
万
４
７
７
４
人

（
令
和
６
年
1
月
１
日
）

▽
面
積　
３
２
８・91
㎢

▽
歴
史
・
沿
革
　
昭
和
16
年

に
２
町
６
村
が
合
併
し
相
模

原
町
が
誕
生
。
昭
和
29
年
市

制
施
行
。
工
業
を
中
心
に
発

展
し
、
都
心
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
良
い
こ
と
な
ど
か
ら
人
口

が
増
加
し
た
。
平
成
15
年
に

は
、
中
核
市
に
移
行
し
、
平

成
18
年
に
津
久
井
町
・
相
模

湖
町
と
、
平
成
19
年
に
城
山

町
・
藤
野
町
と
合
併
し
、
人

口
が
70
万
人
を
超
え
、
平
成

22
年
4
月
に
全
国
で
19
番

目
、
戦
後
に
誕
生
し
た
市
と

し
て
は
初
の
政
令
指
定
都
市

に
な
っ
た
。
令
和
６
年
11
月

に
市
制
施
行
70
周
年
を
迎
え

る
。

▽
シ
ン
ボ
ル　
市
章
は
サ
ガ

ミ
ハ
ラ
の
文
字
を
図
案
化
。

市
民
が
互
い
に
手
を
取
り

合
っ
て
、
明
る
く
な
ご
や
か

に
進
む
姿
を
象
徴
し
た
も
の
。

市
の
木
は
「
け
や
き
」、市
の

花
は
「
あ
じ
さ
い
」、市
の
鳥

は
「
ひ
ば
り
」。

【
議
会
の
概
要
】

▽
議
員
定
数　

46
人
（
現

在・男
性
36
人
、
女
性
10
人
）

▽
前
回
選
挙　
令
和
５
年
４

月
９
日
告
示　
立
候
補
66
人
、

投
票
率
45・５
％
。

▽
議
会
ト
ピ
ッ
ク
ス
　
会
議

資
料
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を

進
め
、
令
和
４
年
６
月
定
例

議
会
か
ら
本
格
運
用
を
開
始

し
た
。
ま
た
、
令
和
４
年
９

月
定
例
会
議
か
ら
議
場
で
の

発
言
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
文

字
化
し
、
傍
聴
さ
れ
る
方
が

相模原市役所さくら通り
（写真提供＝相模原市）

本
市
は
、合
併
に
よ
り
、市

街
地
と
中
山
間
地
域
を
併
せ

も
っ
た
自
然
豊
か
な
都
市
と

な
り
ま
し
た
。
リ
ニ
ア
中
央

新
幹
線
の
新
駅
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
や
、
小
惑
星
探
査
機

「
は
や
ぶ
さ
」
・
小
型
月
着

陸
実
証
機
「
Ｓ
Ｌ
Ｉ
Ｍ
」
な

ど
の
研
究
運
用
を
し
て
い
る

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
あ
る
都
市
と
し

て
ご
存
知
の
方
も
い
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
年
、
市
制
施
行
70
周
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
将
来

に
わ
た
る
活
力
と
魅
力
あ
ふ

れ
る
都
市
を
目
指
し
て
お
り

ま
す
。
ぜ
ひ
、
相
模
原
市
に

お
越
し
い
た
だ
き
、
こ
れ
か

ら
一
層
発
展
を
遂
げ
て
い
く

街
並
み
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

議
長
の
話

議
長
の
話

相
模
原
市

第18回第18回

目
で
確
認
で
き
る
よ
う
字
幕

表
示
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
た
。

委
員
長
市

国
会
対
策
委
員
会

紹
介

古
ふるうち

内 明
あきら

議長

R5年分所得
（R6度住民税）

R5年分所得（R6年度住民税）
に適用を認める特例

適用年の翌年以後３年間（特定非常災害の場合５年間）繰越が可能
　　　※ R5改正で措置

R10年分所得
（R11度住民税）

災害災害
損失損失

R5.1 R6.1 R7.1 R8.1 R9.1 R10.1 R11.1R6年分所得
（R7度住民税）

R7年分所得
（R8度住民税）

R8年分所得
（R9度住民税）

R9年分所得
（R10度住民税）

＜雑損控除の特例（個人住民税）＞
【一般制度】

○災害等により住宅・家財等に損害を受けたときは、損失額を所得控除することができる。
○その年分で控除しきれない場合は、翌年以後３年間（特定非常災害の場合は５年間）繰越が可能。

※控除する額は、① 損失額－所得金額の1/10、② 損失額のうち災害関連支出の金額－5万円、のいずれか多い方。
【特例措置】

今回の災害（能登半島地震）による住宅や家財等の損失額について、令和5年分の所得（令和6年度分個人住民税）から控除することを可能とする。

＜その他＞
国税における能登半島地震への対応案のうち、次の特例については、下記の理由により、地方税において、特段の対応は行わない。

○災害減免法による所得税の減免措置の特例（地方税の減免は柔軟に対応可。）
○被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例（国税の自動連動。）

能登半島地震に対する地方税制上の対応（令和６年２月２１日参議院可決・成立） 資料：総務省

資料：総務省


